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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

目
次
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
六
条
の
六
」
を
「
第
三
十
六
条
の
七
」
に
改
め
る
。 

第
三
章
の
前
に
見
出
し
及
び
五
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
五
条
を
」
を
「
六
条
を
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
三

十
六
条
の
二
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
六
条
の
三
た
だ
し
書
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
そ
の
過
重
な
負
担
を
及
ぼ
す
範
囲
に
つ

い
て
は
」
を
加
え
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
中
「
指
針
（
」
の
下
に
「
第
三
十
六
条
の
二
た
だ
し
書
及

び
第
三
十
六
条
の
三
た
だ
し
書
の
過
重
な
負
担
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
」
を
加
え
、
同
改
正
規
定
中
第
三
十
六
条
の
六
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
公
表
） 

第
三
十
六
条
の
七 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
の
二
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
の

規
定
に
違
反
し
て
い
る
事
業
主
に
対
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
者
が
こ

れ
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
十
五
条
の
二
を
第
八
十
五
条
の
四
と
し
、
第
四
章
中
第
八
十
五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
八
十
五



 

二 

条
の
二
第
二
項
及
び
第
八
十
五
条
の
三
中
「
第
三
十
六
条
の
六
」
の
下
に
「
、
第
三
十
六
条
の
七
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
一
条
中
「
平
成
三
十
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
五
条
を
」
を

「
六
条
を
」
に
改
め
る
。 


